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株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 

 

日本製鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社株主より、2026年６月23日開催予定

の第102回定時株主総会において、株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面

を受領しております。 

当社は、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議致しましたの

で、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

１．本株主提案の内容 

別紙をご参照ください。 

本株主提案は、２名の株主（議決権比率は合計 0.01%未満）からのご提案によるものです。 

 

２．本株主提案に対する取締役会の意見 

当社取締役会は、本株主提案に反対します。 

（反対の理由） 

当社は、上場子会社を含めたグループ経営について、取締役会においても必要に応じて審

議するなど、適時適切に検討し、取り組んでおります。また、上場子会社に関する内容に

ついて審議する委員会の設置という個別具体的な事項を定款で一律かつ固定的に定めるこ

とは不適切であると考えます。 

 

当社の取組み内容 

当社は、上場子会社を含めたグループ経営について、以下のとおり取り組んでおります。 

① 上場子会社を含めた当社のグループ経営 
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当社は、「日本製鉄グループ企業理念」に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上を図りつつ、社会から信頼される企業の実現を目指しています。

また、当社は、グループ経営について、基本的な考え方を定めるとともに、グループ会社

の資本政策等の検討、連結経営計画の策定・連結決算等の PDCA 管理、当社グループの事

業に適した内部統制システムの構築・整備等に取り組んでおります。 

グループ会社の資本政策等については、当社グループにおけるミッション、事業戦略に

おける重要性及び事業特性を念頭に、資本政策の基本方針を定めたうえで、経営環境、財

務状況及び歴史的背景、並びに上場子会社については少数株主への影響等も考慮し、個社

ごとに最適な在り方を検討・判断することとしています。 

そのうえで、個々のグループ会社の資本政策等については、経営会議等で、経営環境や

グループ戦略の変化に応じて幅広い選択肢を柔軟かつ適時適切に検討しており、そうした

検討内容を踏まえ、独立社外取締役が３分の１を占める当社取締役会においても、必要に

応じて審議を行っています。 

このうち、上場子会社の資本政策等についても、少数株主に不利益を与えない観点も考

慮しつつ必要に応じた検討・見直しを継続的に行っております。その結果として、例えば、

2019 年には上場子会社であった日新製鋼(株)を完全子会社化し、2023 年には持分法適用

上場会社であった日鉄物産(株)を連結子会社化しつつ非公開化、2025 年には上場子会社で

あった山陽特殊製鋼(株)を、また、本年４月１日には上場子会社であった黒崎播磨(株)を、

それぞれ完全子会社化致しました。これらの対応は、当社の経営会議等において、事業戦

略を踏まえた企業価値向上策等の総合的な観点から個別に検討し、取締役会における審

議・決定のうえで実施されたものです。 

また、当社は、上記のグループ経営の基本的な考え方を踏まえ、上場子会社を含むグル

ープ会社全社を対象に、各社の必要な体質強化について審議・実行することを目的に、適

時適切に各社の経営状況・財務状況を評価し、財務データに基づき年に１回以上の頻度で

経営健全度評価を実施し、その結果を経営会議及び取締役会に報告しています。 

② 少数株主保護を考慮した上場子会社のガバナンス体制 

上場子会社各社においては、コーポレートガバナンス・コードの趣旨も踏まえ、取締役

会における独立社外取締役の割合が３分の１以上を満たす体制となっており、独立した意

思決定が確保され、自律的な経営がなされているものと認識しております。 

そうした独立性が確保された体制のもと、親子会社間の取引条件についても、他の顧客

との一般的な契約条件や市場価格等に基づき合理的に決定するなど、少数株主に不利益を

与えることがないよう適切に対応しております。また、当社の上場子会社である日鉄ソリ

ューションズ(株)及び大阪製鐵(株)においては、親子間で重要な取引・行為が発生する場

合、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置する体制を整備しております。 

 

このように、当社は、上場子会社の資本政策等を含めたグループ経営について、独立社外

取締役が３分の１を占める当社取締役会においても必要に応じて審議するなど、経営環境や

グループ戦略の変化に応じて適時適切に検討し、当社グループの健全で持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上に向けて一貫して取り組んでおります。また、各上場子会社において
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は、独立性が確保されたガバナンス体制のもとで、少数株主保護の観点からも適切に経営が

なされています。 

当社は、上記の取組みの内容等について、各種開示書類において適切に開示も行っており

ます。当社としては、今後も開示の充実に努めつつ、一貫した考え方のもとでグループ経営

に取り組んでまいる所存です。従って、上場子会社に関する内容について審議する委員会を

設置する必要はないものと考えます。 

定款変更の是非 

本株主提案は、上場子会社に関する内容について審議する委員会の設置という個別具体的

な事項を、会社の組織等の基本的な事項を定める定款に一律かつ固定的に定めることとする

ものであり、経営環境の変化に応じた機動的な方針の策定・変更や業務執行の妨げともなる

ため、不適切であると考えております。 

 

以 上 

  



 

 

4 

 

（別紙） 

 本株主提案の内容は以下のとおりです。提案する議題、提案の内容及び提案の理由は、提案株

主から提出された書面の該当箇所を原文のまま掲載しております。 

 

第１ 提案する議題 

１．上場子会社戦略検討委員会の設立に係る定款変更の件 

 

第２ 提案の内容 

以下の１の議案（以下「定款変更議案」という。）については、本定時株主総会における他の議案

（会社提案にかかる議案を含む。）の可決又は否決により、定款変更議案として記載した当社定款

の各章又は各条文に形式的な調整（条文番号のずれの修正を含むが、これらに限られない。）が必

要となる場合は、定款変更議案に係る条文を、必要な調整を行った後の条文に読み替えるものと

する。下記の各株主提案の詳細な説明は、ｈｔｔｐｓ：／／ｓｔｒａｃａｐ．ｊｐ／ＮＩＰＰＯ

Ｎ－ＯＳＡＫＡＳＴＥＥＬ／又は株式会社ストラテジックキャピタルのホームページ右上の特設

サイトリンクｈｔｔｐｓ：／／ｓｔｒａｃａｐ．ｊｐ／を参照されたい。なお、各株主提案にお

いて記載する会社数値は（単体）と記載がない限りは全て連結計算書類に基づいている。 

 

１．上場子会社戦略検討委員会の設立に係る定款変更の件 

現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 

第４章 取締役及び取締役会 

第２９条 取締役会は、取締役会による意思決定の支援を行う上場子会社戦略検討委員会（以下

この条において「委員会」という。）を取締役会の下に設置する。 

２．委員会は、取締役会の決議により選定された５名以上の本会社の取締役で構成され、その過

半数は社外取締役とする。 

３．委員会は、本会社が親会社となっている上場子会社の代表取締役その他委員会が必要と認め

る者に対し、委員会への出席及び説明を求めることができる。 

４．委員会は、本会社及び本会社の上場子会社の株主価値の最大化並びに上場子会社の少数株主

の利益保護の観点から、次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を取締役会に答申する。 

（１）上場子会社の保有方針（本会社による上場子会社の完全子会社化、本会社が保有する上場

子会社の株式すべての売却、上場子会社の上場維持を含むがこれに限られない。） 

（２）上場子会社の上場を維持する場合、その理由及び上場を維持することによる本会社及び上

場子会社の株主価値向上への具体的な貢献内容 

（３）上場子会社において、その経営の規律が保たれ、かつ、上場子会社の少数株主の利益を保

護できるガバナンス体制となっているか 

（４）上場子会社の前事業年度中の最終取引日時点のＰＢＲ（普通株式の株価を１株当たり連結

純資産（発行済株式数から自己株式数を控除するほか、企業会計基準適用指針第４号「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定した数値をいう。）で除して算定した数値

をいう。）が１倍未満である場合又は前事業年度末の自己資本利益率が８％未満である場合におけ

る、当該上場子会社の経営計画、資本政策及び株主価値向上策の妥当性 

５．委員会の開催は四半期に１回以上とし、委員であれば誰でも招集することができる。委員会
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の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。その他、

委員会の招集及び開催に関する手続の詳細、任期その他の事項は、委員会において定める上場子

会社戦略検討委員会規則による。 

６．委員会の活動に要する費用は、本会社の負担とする。 

 

第３ 提案の理由 

１．上場子会社戦略検討委員会の設立に係る定款変更の件 

当社は２０２５年以降、２社の上場子会社を完全子会社化した一方、大阪製鐵株式会社の保有

株式は一部売却しつつ上場を維持しており、その対応には一貫性がなく、子会社の資本コストを

高めている。 

それにもかかわらず、当社の取締役会では、上場子会社の保有方針自体について議論がなされ

たことはないようである。 

しかしながら、当社はＵＳスチールの買収により巨額の投資資金が必要となり、足元では転換

社債型新株予約権付社債も発行しており、不要な上場子会社については保有株式を売却し必要資

金に充当することも検討すべきである。 

そもそも、親子上場は、少数株主の保護に欠けるなどの問題点を東証から指摘されており、こ

の歪な保有形態に関し取締役会で何ら議論されていないことも問題である。 

そのため、当委員会を設立し、当社のグループ戦略、資本政策及び上場子会社の少数株主保護

等の観点から上場子会社の保有方針を検討する仕組みを整備すべきである。 

 

以 上 


